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第４８回福島県入札制度等監視委員会議事録 

 

１ 委員会の概要 

（１）日時  平成２６年６月９日（月） 午後１時３０分から午後４時００分   

（２）場所  県庁本庁舎２階 第二特別委員会室 

（３）出席者 

 ア 委員 

伊藤宏（委員長） 安齋勇雄 影山道幸 菅野晴隆 齋藤玲子 芳賀一英 藤田一巳 

イ 県側 

総務部長 総務部政策監 入札監理課長 入札監理課主幹兼副課長 入札監理課主幹 

土木部長 土木部次長 技術管理課長 建設産業室長 建設産業室主幹 

農林水産部参事兼農林総務課長 農林技術課長 

入札用度課主幹兼副課長 教育庁財務課主幹兼副課長 警察本部会計課主幹兼次席 

施設管理課主幹兼副課長 

いわき農林事務所農村整備部長 いわき農林事務所農村整備課長 

県中建設事務所主幹兼建築住宅部長 県中建設事務所主任電気技師 

相双建設事務所主幹兼復旧・復興部長 相双建設事務所河川海岸課長 

小名浜港湾建設事務所次長 

いわき地方振興局出納室副室長兼出納課長 

（４）次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 報告 

  浜通り地方の復旧・復興加速化の事業概要について 

４ 議事 

（１）報告事項 

ア 県発注工事等の入札等結果について（平成２５年度分） 

イ 入札参加資格制限（指名停止）の運用状況について 

                   （平成２６年２月～４月分） 

ウ 総合評価方式の実施状況について 

エ 平成２６年２月豪雪対応への総合評価方式における加点評価について 

オ 平成２７・２８年度建設工事等入札参加資格審査について 

（２）審議事項 

抽出案件について 

（３）各委員の意見交換 

（４）その他 

５ 開会 
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２ 発言内容 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 （開会） 

定刻となり したの 、ただい から「第４８回福島県入札制度等監視委員会」を開会いたし す。 

なお、本日の会議は、軽装 の開催といたしており す。 

県におき しては、省エネルギーによる地球温暖化防止に寄与することを目的として、軽装に取り

組ん いるところ ござい す。 

御出席の皆様におかれ しても、軽装の御理解と御協力をお願いいたし す。 

はじめに、鈴木総務部長からご挨拶を申し上げ す。 

【鈴木総務部長】 

総務部長の鈴木 ござい す。 

第４８回福島県入札制度等監視委員会の開催に当たり して、ごあいさつを申し上げ す。 

委員の皆様におかれ しては、日頃より当委員会の運営につき してご協力いただき、 た、本日

は大変お忙しい中御出席をいただき して厚く御礼申し上げ す。 

さて、県におき しては、東日本大震災からの復興工事が本格化する中、平成２６年度から、入札

参加条件等の見直しや若手技術者を育成するために総合評価方式の評価基準の見直しを行うなど、着

実な工事の推進に努めているところ あり す。 

震災から３年という節目となる本年を、「新生ふくし 胎動の年」と位置付け、新しい福島県の姿

を具現化し、県民の皆様に実感していただけるよう全庁一丸となって復興・再生の加速化に取り組ん

 いるところ あり す。 

入札制度につき しては、透明性、競争性、公正性、品質の確保に十分留意した制度の構築に向け

て、条件付一般競争入札を柱とする制度を導入し、その運用状況について分析を重ね、様々な御意見

をお伺いしながら、改革を進めて いり した。 

  この間、当委員会には、入札執行状況の分析や個別の入札案件の調査審議と、その結果を踏 えた

制度の見直しに関する審議などをお願いして いり した。 

大震災以降は、復旧・復興工事の急増に伴い、入札不調が多発するなど状況が変化したことを踏 

え、入札制度改革の理念に不調対策を加えた視点からの調査審議もいただいているところ ござい 

す。 

今後とも、引き続き入札結果等に関する御審議をいただきながら、入札及び契約の適正化に努めて

 いりたいと考えており す。 

委員の皆様におかれ しては、それぞれの専門的なお立場、そして県民の視点から忌憚のない御意

見・御助言を賜り すよう心からお願い申し上げ して、年度初めのあいさつといたし す。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

続き して、松本土木部長から「浜通り地方の復旧・復興加速化の事業概要について」、ご報告い

たし す。 

【松本土木部長】 

 （資料「ふくし の未来を拓く県土づくりプラン（概要版）」、「浜通り地方の復旧・復興加速化～

事業概要」により説明） 

【入札監理課主幹兼副課長】 

総務部長、土木部長につき しては、所用によりここ 退席させていただき すの 、ご了承願い

 す。 

続き して、４月１日付け人事異動の伴う新たな事務局職員を紹介いたし す。 

総務部政策監徳永勝男 ござい す。 

私、入札監理課主幹兼副課長の大野隆一 ござい す。 
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以上 すの 、よろしくお願い申し上げ す。 

それ は、議事につき して、伊藤委員長、よろしくお願いし す。 

【伊藤委員長】 

これより議事に入り す。 

 ず、本日の議事の進め方について、協議したいと思い す。 

本日は、報告事項５件、審議事項が１件ござい す。公開 行いたいと思い すが、いかが しょ

うか。 

 （各委員） 

（異議なし） 

御異議ないものと認め、そのように決定いたし す。 

はじめに、報告事項ア「県発注工事等の入札等結果について（平成２５年度分）」 す。 

事務局の説明をお願いし す。 

【入札監理課長】 

 （「資料１」により説明） 

【伊藤委員長】 

 ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

よろしい しょうか。 は次に進み す。 

報告事項イ「入札参加資格制限（指名停止）の運用状況について（平成２６年２月～４月分）」 

す。事務局の説明をお願いし す。 

【入札監理課長、施設管理課主幹兼副課長】 

（「資料２」により説明） 

【伊藤委員長】 

ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

よろしい しょうか。それ は、次に、報告事項ウ「総合評価方式の実施状況について」 す。事

務局の説明をお願いし す。 

【入札監理課長】 

 （「資料３」により説明） 

【伊藤委員長】 

 ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

よろしい しょうか。それ は次に いり す。 

報告事項エ「平成２６年２月豪雪対応への総合評価方式における加点評価について」 す。事務局

の説明をお願いし す。 

【入札監理課長】 

 （「資料４」により説明） 

【伊藤委員長】 

 ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

感謝状をあげる際の、何か基準みたいなものは建設事務所ごと全部共通しているわけ すか。 

【入札監理課長】 

 はい。共通した基準に基づいて贈呈をさせていただいているところ ござい す。 

【伊藤委員長】 

 他にいかが しょうか。 
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ござい せん したら次に進み す。 

 報告事項オ「平成２７・２８年度建設工事等入札参加資格審査について」 す。事務局から説明を

お願いし す。 

【入札監理課長】 

 （「資料５」により説明） 

【伊藤委員長】 

 ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

【芳賀委員】 

お尋ねし す。 

 ず、資格審査における社会保険加入要件等について すけれども、やはり国、国交省直轄工事に

おいては元請とそれから一定規模以上の工事の一時下請業者ということになっているわけ すけれ

ども、県におかれては、下請の問題についてはどのようにお考えになっているのか。これから読むと

そこ  は入っていないように推定されるの すが、その辺のところについて ず１点。 

それから２点目とし して、主観的事項の評価項目、これは さに主観的に福島県独自の考え方に

立つわけ すけれども、その場合のいわゆる、今、建設産業というのが元下関係、特に元請が技術者

が足りないのを下請の方 それを補完するような形 の技術者がなかなかいないとか技能者がいな

いという問題があるかと思うの すが、そういったことについて評価というのはどのようにお考えに

なっているのか。オープンブック方式などは具体的に元下関係の中 出てくると思うの すが、とり

あえず元請をという考え方なん しょうか。その辺をちょっと教えていただければと思い す。 

以上 す。 

【入札監理課長】 

２点ほどご質問いただき した。 

 ず１点目の、いわゆる一次下請業者以下への対応 ござい す。 

国の方におき しては、先ほどもご説明し したとおり、８月１日から工事金額が一定規模以上と

いうこと 具体的には３０００万円以上、建築一式工事の場合は４５００万円以上の工事におき し

て、社会保険未加入業者を一次下請業者から排除することとしており す。 

本県におき しては、今回ご説明させていただき したのは、あく  工事にかかる有資格業者の

名簿登録の資格審査申請における加入要件 ござい すの 、下請業者  直接適用されるもの は

ござい せん。 

８月からの国の対応状況を見定めながら、下請については社会保険加入の今後の促進策について検

討していきたいということ ござい す。単純に国と県を比較した場合には、どうしても工事の発注

規模、金額等も異なるもの すから、国の状況を見定めてから下請の社会保険加入対策の促進につい

て検討して いりたい。我々としても課題として受け止めているところ ござい す。 

それから２点目の、主観的事項の評価項目の新設における、新卒者採用の評価 ござい す。 

確かにご指摘いただき したとおり、特に建築業等におき しては、元請が自社 技術者を確保す

るの はなくて、下請が雇用している専門的技術者を活用するという視点 対応されている実態が大

半 あるという風にお聞きしており すが、基本的にこの主観的事項自体が、有資格業者の格付けの

際に反映されるもの あり して、元請と下請の協力関係に着目して協力企業に属する下請業者の技

術者を、どの程度資格審査の際に元請の評価として対応 きるかという部分は、事務的な対応につい

ても課題があり すの 、今後の課題として我々としては受け止めさせていただきたいと考えている

ところ す。 

ちなみに、他の都道府県のいわゆる主観的事項の実施状況を見た限りにおき しても、４７都道府

県の中 新卒者の採用を主観的事項の評価項目として設定しており すのが、１４県ござい す。 
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その中におき して、先ほどご指摘いただいたような下請業者の技術者等について新卒者の採用の

項目 評価しているような県は残念ながら、我々が確認した限り は現時点 はあり せんの 、今

後の検討課題ということ 位置付けさせていただきたいと考えており す。 

【芳賀委員】 

元請はそれ いいと思うの すけれども、下請の場合、特に今技能労働者、技術者不足と、高齢化

が著しいわけ すね。そうすると、いわゆる若年者確保というところに一生懸命になっていくような

条件作りというのも必要だと、私は思うわけ す。 すからその辺につき して、今後とも十分、配

慮方よろしくお願いしたいなと思い す。以上 す。 

【伊藤委員長】 

 ありがとうござい す。他いかが しょうか。 

【菅野委員】 

 教えていただきたいの すが、主観的事項の新卒者の採用の場合に、常用雇用 あるか否かを判定

する基準というか、それはどうするのかということと、あと新卒者 常用雇用じゃなく雇用して、そ

の基準日においては無期に切り替わっているというような場合はどのようになるのかというのを教

えていただきたい。 

【入札監理課長】 

  ず１点目の常用雇用 あるかどうかの判断につき しては、資格審査の際に相手方から提出を求

める書類がござい す。それが事務的には雇用した職員の社会保険等への加入状況等を確認 きる書

類 あり すとか、一定の書類の提出を求めて、審査基準日において常用雇用 あることを確認した

いと考えてござい す。 

 ２点目の新卒採用時においては、有期雇用 あった方が審査基準日において常用雇用に切り替わっ

たという場合においては、 さにこの主観的事項の評価項目の要件とし しては、審査基準日におい

て、常用雇用 あるという要件を求めているわけ すの 、その時点において常用雇用に切り替わっ

ていれば評価の対象となるということ ござい す。 

【菅野委員】 

 その場合の判断基準というのも同じようなものなの すか。ちょっと中身は分からないん すけど。 

【入札監理課長】 

 その場合の判断基準も同じ ござい して、一定の雇用した職員に関する社会保険等への加入を証

明 きるような書類の、雇用保険 あれば雇用保険被保険者資格等取得確認通知書等の写し あり 

すとか、社会保険 あれば日本年金機構の年金事務所発行の、そういった領収書等の関係書類の写し

の提出を求めて確認をするという考え ござい す。 

【菅野委員】 

 確認 きるん すかね、変わった場合。 

【入札監理課長】 

 一応、他県さん もそういった書類の提示を求めて確認をして常用雇用 あることを判断している

ということ あり すの 、我々としては他県さんと同じような関係書類の提示を求めることによっ

て確認は可能 はないかと考えているところ あり す。 

【伊藤委員長】 

 他いかが しょうか。 

【齋藤委員】 
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 資料４の、平成２６年２月豪雪対応への福島県総合評価方式における加点評価についてなん すが、

先ほどの御説明 は、感謝状を受けた会社、協同組合は１７９社あるということ 、その基準という

のは決 っていたということなの すけれども、これはこの豪雪後に基準というものを決められたの

か、あるいはもっと前から何かそういうようなものが決 っていたのか、あと基準というのは具体的

にどんなものなのかを教えていただきたいと思い す。 

【建設産業室長】 

 今年の２月の豪雪というものを最初から予想していたもの はござい せん 、史上 れにみる豪

雪だということ 、その時に協力していただき した会社、中通りと浜通り 体制が十分に取れてい

ない会社 対応してもらったところ全部を表彰したということ ござい して、あらかじめこういっ

たものを想定して基準を作っていたというもの はござい せん。 

対応してもらったところ全てを表彰したということ ござい す。 

【齋藤委員】 

ということは、別に具体的なそういう基準というものを文言的に決められていたとか、そういうこ

と はないわけ すね。 

【建設産業室長】 

はい。あらかじめ表彰基準というようなものは、その時はござい せん した。 

【齋藤委員】 

 は、その時に実施していただいた会社、あるいは協同組合には全部感謝状を差し上げて、加点評

価をすることになったというような理解 よろしい すか。 

【建設産業室長】 

はい。おっしゃる通り ござい す。 

【伊藤委員長】 

ただ、感謝状を渡すときは、細かい基準 ないにしても特別な何か貢献があったとかそういう一般

的な文言は事前に当然あるわけ すよね。その辺は誰かご存じない すか。その一般的な文言に、今

回の２月の豪雪の協力が該当するからということ はない すか。 

【技術管理課長】 

 これ  、いわゆる豪雪に対して県として感謝状というのは、事例的には記録はない す。 

今回は先ほど入札監理課長から御説明あり したが、白河 は記録を更新するような雪だったとい

うこと、あと、中通り浜通りを繋ぐ道路が通行止めになって、それに対する対応ということ 、これ

  になかった対応だったということ の中通り、浜通り及びそれを結ぶ阿武隈山地の高地の除雪だ

ったということ 、中と浜通り これ  にないような体制 除雪に当たっていただいたということ

に対して感謝状をお送りしたということ ござい して、プラス、会津の方から応援に来ていただい

た会社もあるの すが、そこも地理的な条件とかもよく分からない中 対応していただいたというこ

と 、会津の方から中、浜に応援に来ていただいた会社も含めた形 感謝状をお送りしたもの ござ

い す。 

【伊藤委員長】 

 よろしい しょうか。それ は、次に審議事項に移り す。 

 抽出案件 すがテーマは、「福島県版復興ＪＶ制度を適用した案件」 す。 

 抽出案件の審議に入る前に、福島県版復興ＪＶ制度と拡充の経緯について、事務局の説明をお願い

し す。 
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【入札監理課主幹兼副課長】 

（「資料６－１」により説明）  

【伊藤委員長】 

 抽出された委員から抽出理由の説明をお願いし す。 

齋藤委員、新城委員の順番 説明をお願いし す。 

なお、新城委員の抽出案件については欠席のため、事務局よりお願いし す。 

【齋藤委員】 

抽出案件を申し上げる前に、私自身よく理解 きなかったことがあったの 、もう一度お伺いした

いと思ったの すが、４月に福島県版復興ジョイントベンチャー制度を活用した工事等一覧というも

のを送っていただき した。その中から抽出させていただいたわけ すが、ジョイントベンチャー 

すから、複数の企業がジョイントしているということだと思い したが、そのリストが整理番号の１

から５  にはジョイントベンチャーというよりは１社のように見えたの すが、１社だけ ジョイ

ントベンチャーというのかなと思って、何か特別なわけがあるのかと思ってそれを抽出しようと思い

 したら、私が思ったほどの特別な理由 はなかったようなの すが、ちょっと理解不足 すの 、

そこのところをもう一度御説明いただきたいということ す。 

前置きが長くなり した。それ は、私が選ばせていただき したのは、整理番号の５番と、同じ

く１３番と、それから６番 す。優先順位の上から言っており す。 

５番は何故選んだかといい すと、この工事の名称が「漁港災害復旧（再復）工事（防潮堤）」な

ん すね。リストの中 は防潮堤というのはただ１つ した。 すから、抽出理由としては、防潮堤

 あること、価格が大きいこと、随意契約 あること。この３つが理由 す。 

それから整理番号の１３、２番目 すけれども、「公共災害復旧（再復）工事（海岸）」なん す

が、理由といたし しては、入札参加者数が多いこと、価格が大きいこと、それから随意契約 ある

こと す。 

整理番号の６番 すが、これは「復興公営住宅整備工事（建築・日和田外）」となっており すが、

これを抽出した理由といたし しては、他のところがほとんど土木工事が多いの すが、これだけが

建築工事 あったこと、そして県中 あったということ、以上 す。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

それ は、新城委員御欠席 ござい すの 、新城委員の抽出案件について御説明をいたし す。 

新城委員につき しては、資料６につき して、案件番号１番、２番、３番、５番の４件を抽出さ

れ した。抽出の優先順位とし しては、１、３、５、２の順番 付けられてござい す。 

１番と３番の抽出理由 ござい すが、再入札の案件 あることを理由にされてござい す。 

案件番号２番と５番の２件につき しては、入札参加者が多数 あることを抽出の理由としておら

れ す。以上 ござい す。 

【伊藤委員長】 

先に、先ほどの齋藤委員の質問に対してお願いし す。 

【入札監理課長】 

先ほど齋藤委員の方から御質問いただいた点についてお答えさせていただき す。お手元の資料６

の２ページと３ページをお開きください。 

今回、福島県版復興ＪＶ制度を活用した工事等につき して、昨年の４月から今年の１月  この

制度を活用した工事の中から本日５件抽出いただいているところ すが、その整理番号の１番から４

番についてはそもそも入札参加者の中にＪＶが含 れていないの はないかと、 さに御指摘のとお
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りＪＶによる参加はござい せん した。ただ、この１番から４番の工事案件につき しても、復興

ＪＶの参加が排除されているわけ はなくて、単体企業 もよろしい すし、復興ＪＶ も参加 き

る、いわゆる混合入札としての工事ということ 行ったもの すから、復興ＪＶ制度を活用した工事

等一覧には当たるということ 抽出のリストの中に含 れているもの す。ただ、結果的に参加者と

してのＪＶがなかったということ ござい す。 

【伊藤委員長】 

それ は、案件番号１、小名浜港湾建設事務所の案件について説明してください。 

【小名浜港湾建設事務所】 

（資料６ P４～P１０により説明） 

【伊藤委員長】  

ただい 説明のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

【齋藤委員】 

防潮堤と書いてあるのはこの１つだけ 、その前に「漁港災害復旧（再復）工事」と書いてあるん

 すね。（防潮堤）となっているわけなん すが、その他にも「漁港災害復旧（再復）工事」、こち

らは（海岸堤防）というのがあるん すけれども、この２つはどのように違うわけ すか。つ り防

潮堤と、海岸堤防というのはどのように違うのかを教えていただけない しょうか。 

【小名浜港湾建設事務所】 

御説明差し上げ す。 

防潮堤と海岸堤防という部分 ござい すが、基本的には海岸線に設置してあるものにつき して

は、海岸堤防、もしくは防潮堤と、どちらも使用する言葉 ござい す。 

ただ、今回こちらの案件につき して、防潮堤という表現を使った理由につき しては、現在施設

がござい すが、その施設を防潮堤ということ 管理をしておるもの すから、基本的に防潮堤とい

うこと 使わせていただき した。ただ、機能的には防潮堤も海岸堤防も一緒というもの ござい 

す。 

【伊藤委員長】 

もう１つ、整理番号２１番 すと防波堤というのもあり すよね。防潮堤と防波堤と海岸堤防と基

本的には同じ機能を果たすものということ すか。 

【小名浜港湾建設事務所】 

防波堤 ござい すが、こちらにつき しては港を守るために、港の中の静穏度という言葉を使い

 すが、港を守るために沖側に堤防を作り す。これを防波堤ということ 使ってござい す。 

ただ、海岸堤防、さらには防潮堤というのは海岸線に沿った形 整備をする、復旧をするもの 使

用しており す。以上 す。 

【伊藤委員長】 

図示か何かしてもらわないとなかなか分からない話だと思うの すけれども。 

他はいかが しょうか。 

【安齋委員】 

２、３質問いたし す。 

１つは、堀江と奥村組 すけれどどちらが主契約者なのかな。 
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それから２つ目、緊急性が高いというの すが、災害が起きたのは２３年の３月 すよね。仮契約

が２５年の９月５日、本契約が１０月９日。２年半も経ってい すよね。それ も緊急性が高いとい

うの しょうか。 

それからもう１つ、これは２回目の入札 決 ったの すね。１回目が９５．４４％ すね、２回

目が９４．９９％ということは、最低制限価格か何かのところ 引っかかったということ しょうか。 

それから次の質問が、消費税の件なの すが、請負 すと９月  に契約したものは５％、１０月

以降に契約したものは８％になり すが、これ本契約は１０月９日 すけれども、仮契約が９月だか

ら経過措置を使って５％にしたということ しょうか。この辺のお答えをお願いし す。 

【小名浜港湾建設事務所】 

 ず緊急性が高いというご質問からお答えし す。 

２３年の３月に地震、津波等により海岸線が被災を受け した。それから各管理者、これは国も含

めて ござい すが、災害に強い堤防のあるべき姿というものを検討してござい して、それ 海岸

の堤防高、さらには構造について検討を進めてきた結果が出 して、それに基づいて現地の測量、さ

らには設計というものを進めてきた結果、昨年の２５年の９月に仮契約になったという状況 ござい

 して、事務の設計関係のところ 時間を要してし い したが、現地は非常に危険な状態 ござい

 すの 、緊急性が高いということ 判断をしており す。 

【安齋委員】 

緊急性が高いから随契にしたいということ すね。しかも工事期間が非常に長い すよね。完成が

２８年３月２５日 すよね。単純にいえば契約してから２年半、そうすると緊急性が高いから随意契

約したいというのと、工事期間が長いし、災害から色々事務手続きが長くなったん しょうけれども、

通常の競争入札を取れない理由は特に何かあるの すか。 

別に随契が悪いと言っているわけ はない すよ。 

【建設産業室長】 

緊急を要するものということ 、２４年度に土木部 整理をしてござい して、東日本大震災 甚

大な被害があったわけ ござい すが、本来持つべき機能を失った状態 現在県民の生活に支障が来

ていて、生命身体財産に大きな影響があるということ １日も早い復旧が望 れているという状況 

ござい して、そういったもの 緊急を要するものというようなこと 整理してござい す。 

なお、工期につき しては、実質的に他の調整すべき工事とかそういったものがござい して、か

かってし うものはかかるわけなん すが、緊急を要するものということ 先ほど御説明した内容を

整理しているということ ござい す。 

【安齋委員】 

  単独随契にした理由は何かある。 

【建設産業室長】 

  単独随契はしてござい せん 、あく  も公募型随契 やっており す。 

 【安齋委員】 

  それ 、応じたのが１者だけだったんだ。 

 【小名浜港湾建設事務所】 

  結果的に１者しか応じないような場合もあったというようなこと ござい す。 

【安齋委員】 

  これがその例。 
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【建設産業室長】  

そういうことになり す。 

【入札監理課長】  

消費税につき しては、こちらの金額が５億円を超える案件 あったことから、議会の議決を要す

るということ 、本契約、仮契約という手続的なそういった流れ 対応しており すが、消費税法の

Ｑ＆Ａの中にも、仮契約日の締結をもってそれが９月３０日以前 あれば、経過措置の適用対象にな

るということなの 、今回仮契約日が９月中だったために５％の旧税率 の対応となったということ

 ござい す。 

【小名浜港湾建設事務所】 

再入札の件 ござい すが、資料１０ページ ござい すが、一番当初の入札 ござい すと、そ

れに消費税がかかるということ 予定価格を超過ということ 改めて入札をやったということ ご

ざい す。 

それから、冒頭のＪＶの構成員の主な業者はということ すが、堀江工業が出資比率５５％になっ

てござい す。以上 す。 

【安齋委員】 

予定価格は消費税入っているの。 

【入札監理課長】 

お手元の資料の予定価格の金額は、消費税込の金額 ござい す。 

【安齋委員】 

これ全部統一しているんだね？他の案件も全部そうね？ 

【入札監理課長】 

はい。 

【伊藤委員長】 

よろしい しょうか。それ は次に いり す。 

案件番号２、相双建設事務所の案件について説明してください。 

【相双建設事務所】 

 （資料６ P１１～P１７により説明） 

【伊藤委員長】 

ただい 説明のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

先ほど安齋委員から説明があり した要するに、事務手続き等あるいはすぐに工事にかかれないと

いうような状況というのがたぶんあると思うの すけれども、２年以上かかっているということ す

ね。それ 、緊急性があるということ自体はたぶんその通りなの すが、緊急性があると言いながら

２年以上かかってし って、工事も２年、３年かかると、こういうような状況 、果たしてそれは随

意契約をする条件に値するかどうかと、こういうことだと思うの すけれども、発注から契約  の

期間はいわゆる競争入札と比べれば随意契約の方が短くなるということだと思うん す。 

 ずそこをちょっと説明お願いしたいん すけれども、一般的な競争入札と比べて公募型随意契約

の場合発注から契約、あるいはその前の準備期間もあるかもしれないけれども、その辺の期間はどの

くらい短縮されうるの すか。 

【入札監理課長】 
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一般的に発注から落札者決定  の標準的な日数 申し上げ すと、随意契約 すと発注機関が直

接見積もり相手方を選定して、見積もり相手方に見積書の提出を依頼するという流れになり すの 、

発注から落札者決定  という意味 申し上げれば、大体３週間弱くらい 契約  至っているかと

思い す。 

それに対し して、条件付き一般競争入札 すと、いわゆる土木部や農林水産部発注の工事につき

 しては、出納の方 入札手続きを所管しており すの 、入札工事の内申、いわゆる入札手続きを

行ってくださいという意味 の発注機関から、出納に対する公告等の依頼、入札の工事の内申等を行

ったうえ 公告、さらには業者の方から入札書の提出という流れになり すの 、発注から契約書締

結  ということ あれば、１番早い条件付き一般競争入札の価格競争 あっても１ヶ月以上はかか

ると思い す。 

逆に言い すと、例えば価格競争 はなくて総合評価方式等により すと、技術提案の審査等にも

かかってし い、さらにプラス１、２週間かかるということなの 、場合によっては総合評価 すと

１ヶ月半以上、発注から落札者決定  かかるということ 、極端な話、随意契約 あれば発注から

決定  半分くらい短縮 きるというようなイメージかと思い す。 

【伊藤委員長】 

何か災害があってすぐにやらなきゃならないという状況だったら、例えば２ヶ月かかるものが３週

間 済み すよ、緊急性のためにというのはよく分かるの すが、災害から２年以上経っていて、さ

らに工事完了   た２年、３年かかるとこういう状況の下 数週間、半月とか１ヶ月ぐらい契約に

至る  の事務手続きが短くなるということが、どれだけの意味を持っているのかということ すよ

ね。 

ただ、短くて済むということはあるの すけれども、もう１つは公募型随意契約にすることによっ

て、公平公正性がどれだけ担保 きるか否か、つ り、言ってみればバーターの問題 すよね。 

いわゆる条件付き一般競争入札とほぼ変わらない程度の公平公正性が担保 きれば、それは半月 

も１ヶ月 も短くなるのはそれはそれ 良いかもしれない すけれども、そう なく失うものがそれ

なりにあるにも関わらず、短くなる時間が数週間ということだったら公共事業の公平公正性という観

点からどうなのかなという気はし す。 

それ 、随意契約理由書というのがあって先ほども読ん いただき したけれども、例えば１２ペ

ージの随意契約の理由というところに、当該箇所は云々というのがあって、これは要するにもうこう

いうものを随意契約しても良いというための文言をあらかじめ作ってあるわけ すよね。これに該当

すれば、本当の意味 緊急性があろうがなかろうが、全部随意契約になってし うというこういう仕

組みに今なってい すよね。 

つ り、震災の発生から工事完了  ５年も６年もかかるような状況 あったとしても、この文言、

文章に該当するような工事ならば随意契約に該当してし うと、こういう仕組みになっているわけ 

すけれども、その辺がもうひとつしっくりしない感じがするの すけれども。 

その辺につき してどなたか御説明をしていただけ せんか。 

【建設産業室長】 

緊急性という考え方については、先ほど説明させていただき したが、やはり管理している立場の

者からすると、それが壊れている状態 、心配されている方がいらっしゃる状況になっており すの

 、１日も早く着手したいということ ござい す。 
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一方 、随意契約ということ 、業者選定型 はなかなか透明性とかそういうところが担保しにく

いということ 、公募型の随意契約というような形を作って、その中 透明性ということを担保して

いるというように理解しており す。 

【伊藤委員長】 

どうも今の説明も納得 きなくて。壊れてて住民が心配なら、もっと早く工事が きるように事務

手続きをするべき あって、２年も２年半も経ってから押っ取り刀 随意契約 というのはどうもし

っくりしないん すけれども。 

【菅野委員】 

準備に時間がかかってし ったことのゆえに緊急性がなくなるってことはないような、私の私見と

してはし すし、工期が長いからといって緊急性がなくなるということは、両方とも別な問題として

早めなくてはならないという要請はあるとしても、その何日かにおいて何らかの事態が発生した時の

ことを考えると、緊急性がなくなるとはなかなか言い難いのかなと、私見 すけれども。そういう考

え方も分からなくないとは思うの すけれども。 

【齋藤委員】 

ちょっと本筋から離れるかもしれないの すが、この防潮堤 すね、あるいはあん り変わらない

のだというの あれば海岸堤防 もよろしいの すけれども、もちろん生命財産を守るために防災対

策としてのそうした堤防が必要だというのは言われており すけれども、もちろんそれは理解 きる

ことなん すが、緊急性があるのも分かるん すが、今あちらこちら この賛否両論があり すよね。

海から謝絶されたような高い長い防潮堤を建てることが、そもそも海の国日本の色んなメリットを減

ずるの はないかというようなこと 、反対運動や場合によっては中止の署名運動もおきているとい

うようなことを見聞きするん すけれども、福島の場合はどうなん しょうかね。 

何しろ東北３県だけ 総延長が約３７０キロだと。防潮堤の形状は台形 、 る コンクリートの

山 海が見えないというようなこと 、この   いいのか防潮堤計画といったことがあちらからも

こちらからも、特に被害を受けた東北３県 そういった声があがっているわけなん す。そういうこ

ともあって、この計画が例えばのびのびになっているとか、ちょっと逡巡している面があるというこ

とがあるのか。そういうような反対運動とか反対の声というのは、今回の福島県 の防潮堤、あるい

は海岸堤防を築造するうえ のプロセスとして、そうした声 あがったりしていることはあるの し

ょうか。 

【伊藤委員長】 

ちょっと質問を変え して、要するに発注  に２年も２年半も時間がかかるということの理由を

どなたか説明していただきたいの すけれども。 

【相双建設事務所】 

先ほど１つ前の案件 も説明があったかと思い すが、防潮堤を建設するのには、高い防潮堤を作

ることになり すの 、背後地によってさらに用地が必要となり すの 、背後地の街づくり計画と

の整合性も必要があり して、そういうことも時間はかかっており す。 

その辺を総合的に調整した後に、相双建設事務所の海岸につき しては、協議設計という形 災害

を取っており すの 、その辺の調整結果を国交省と協議をして、この形、この設計 良い すよね

という了解を国交省と財務省にもらってから初めてこういう改良になり したと発注 きる形にな

り すの 、この辺 時間がかかり した。以上 す。 

【入札監理課長】  
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発注  に期間をかなり費やしてし っている１つの要因とし して、もう１つ本県の原子力災害

という特殊事情もあるの すが、旧警戒区域等の見直しにより して、従来、災害査定にすら入れな

かった地域にもようやく査定に入れるようになったということ 、一定のスパン、旧警戒区域等に指

定されたことによって査定にすら入れなかった期間があるがゆえに緊急性が阻害されるということ

 はないと思っており すし、災害査定後発注準備が整い次第、速やかに災害復旧事業を行わなくて

はならないということ の緊急性は依然として有していると我々は考えており す。 

ちなみに、この随意契約につき しては、平成１９年の６月、入札制度改革を踏 え して、公共

工事に係る随意契約ガイドラインというものを本県 は策定しており す。この随意契約ガイドライ

ンにおき しては、随意契約の要件とし して当然地方自治法に基づく制度 すの 、地方自治法施

行令の中 掲げている随意契約を行うことが きる要件を踏 え して、災害等緊急を要するもの、

具体的には競争入札等の手続きを取ることによって契約時期を失い、目的を達することが きなくな

り、県民生活に支障をきたす、県民の生命、身体、財産その他の利益に大きな影響を及ぼす恐れがあ

る、 たは経済的にも甚だしく不利益を被ることが明らか ある場合においては災害等緊急を要する

ものの要件に該当するというガイドラインを定めており して、基本的に各発注機関におき しては、

この公共工事に係る随意契約ガイドラインを踏 えて要件に当ては るという判断の下、随意契約に

よっているというもの ござい す。 

警戒区域等の見直しにより して、避難されている県民の方々においては一刻も早く地元に戻りた

いというような思いを踏 えて、生活基盤の回復等に緊急性をもって取り組ん いるというような状

況 ござい す。 

さらには、公募型随意契約というのも一定金額以上の工事につき しては、やはり競争入札と同様

に透明性、競争性、公正性をより確保する、緊急性の他に透明性、競争性、公正性を確保する必要が

高いという判断の下に本県独自に随意契約の中に公募型という類型を創設し して、平成２３年１２

月から公募型随意契約というようなこと 透明性、競争性、公正性、入札制度改革の視点の中の３つ

の観点を踏 えて独自の類型ということ 公募型随意契約を創設して取り組むなどの色々工夫を行

う中 、県民生活が速やかに復旧復興 きるように我々としても全力を尽くしているような状況 あ

るということだけは申し上げておきたいと思い す。以上 す。 

【伊藤委員長】 

というお答えがござい した。齋藤委員いかが しょうか。 

【齋藤委員】 

そうし すと、この防潮堤あるいは海岸堤防の築造についての地域住民から、あるいはその周辺か

らの反対運動や、運動  いかなくても反対の声があがっているというようなことはない しょうか。 

【相双建設事務所】 

当管内におき して はござい すが、海岸堤防の建設につき して、反対や高さが高すぎるとか

そういう話は私は全く聞いており せん。 

【伊藤委員長】 

それ は、次に進み す。 

案件番号３、いわき農林事務所の案件について説明してください。 

【いわき農林事務所】 

 （資料６ P１８～P２５により説明） 

【伊藤委員長】 
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ただい 説明のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

よろしい しょうか。 

ないよう したら次に進み す。案件番号４、県中建設事務所の案件について説明してください。 

【県中建設事務所】 

 （資料６ P２６～P３４により説明） 

【伊藤委員長】 

ただい 報告のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

よろしい しょうか。それ は、次に、案件番号５、相双建設事務所の案件について説明してくだ

さい。 

【相双建設事務所】 

 （資料６ P３５～P４１により説明） 

【伊藤委員長】 

ただい 説明のあった件につき して、質問等があればお願いし す。 

質問がないよう したら、抽出案件に関する意見交換に移りたいと思い す。今  ５件の案件が

ござい したが、どなたか発言される方はいらっしゃい すか。 

先ほどの件 追加 １つお伺いしたいのが、緊急性があるということ自体は分かるの すが、災害

発生からもう２年も３年も経っているということ、そして工事がすぐに済むような問題 はないとい

うようなこと、これを含めてこの  公募型随意契約を続けるのか、あるいはそう はなくて一般競

争入札 もいいの はないかと、そういう議論は県庁の中 はされていないの すか。  

【入札監理課長】 

一応庁内的には先ほど御説明し した随意契約のガイドラインを踏 えて、発注機関の方が随意契

約の要件に当ては るかどうかを判断して発注しているわけ すが、我々とし しては緊急随意契約

については、事後的に内部的な入札参加条件等審査委員会に報告を求めており す。 

事後的に入札参加条件等審査委員会に報告を求めるに際し しては、先ほど御説明し したとおり

随意契約によることとした緊急性の要件に当ては ると判断した理由、さらには緊急性があるにも関

わらず契約がここに至ってし った、いわゆる契約締結  相当期間を要してし った原因、理由の

報告を求めてその内容を精査させていただいているという実情はござい す。それを踏 えて、基本

的には災害等緊急を要する工事についてはスピード感を持って、ほとんどは今浜通りの方に拠点が移

動しており、特に相双地域の方 その必要性が未だ継続している、それは原子力災害による影響もあ

るというようなお話をしたところ ござい すが、その緊急性の要件を満たしているということと、

契約  これだけの期間を要してし って、今、随意契約によることになった理由、原因を再度求め

る中 その適否というの しょうか、内容、実態が正しいもの あるかどうかということは、本庁と

さらには各地方の入札参加条件等審査委員会の中 、庁内的に精査させていただいており、今後のあ

り方の部分については引き続き検証していきたいと考えてござい す。 

【伊藤委員長】 

この   いくと４年経っても５年経っても同じ理由 緊急だから随契ということになりかねな

いのかなという気がし す。もうひとつは浜通り以外に復興公営住宅の問題もござい す。 

他いかが しょうか。 

【安齋委員】 
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今年度の１つの特徴として、消費税の問題があり すね。経過措置 本契約あるいは仮契約 やっ

ていれば５％ すということだったの すが、それを踏 えて急い 契約しようという動きはあった

の すか。土木としては。９月  に何とか契約  持ち込ん 、消費税を５％の   いこうとい

うような努力はしたの しょうか。それとも通常のパターン やっているわけ すか。今  の発注

を見ても、９月  急いだという感じがあ り見受けられないもの すからこういう質問をし す。 

【建設産業室長】 

微妙なところ 間に合わせるということはあったかもしれ せんが、特に部全体をあげて間に合わ

せろという形 やったものはござい せん。発注ロットが非常に２５年度大きかったということもご

ざい して、微調整がきかなかったということもござい す。 

【伊藤委員長】 

  他にいかが しょうか。 

なければ次に「各委員の意見交換」に移り す。 

どなたか発言する方はいらっしゃい すか。 

それ は次に、「その他」に移り す。委員の皆様から、何かござい すか。 

 （各委員） 

（特になし） 

事務局から何かござい すか。 

【建設産業室長】 

先ほど２月豪雪の対応のところ 、御説明し したとおり ござい すが、感謝状の文面が先ほど

なかったの すが、届けさせ したの 感謝状の中身をご紹介させていただき す。 

「貴社は、平成２６年２月に発生した観測史上稀にみる豪雪に対しこれ  の経験を生かし県民生

活を守るため全社を挙げ全力 除雪作業にあたっていただき した よってその功績に対しここに

深い感謝の意を表し す」という文面 ござい した。報告させていただき す。 

【伊藤委員長】 

ありがとうござい す。他にいかが しょうか。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

それ は、次回の抽出案件の審議対象期間及び抽出テーマの決定並びに抽出チームの指名をお願い

いたし す。 

【伊藤委員長】 

ただい 事務局から審議依頼のあった件について、御意見をお願いし す。 

事務局案はあり すか。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 事務局案を御提案申し上げ す。次回の審議対象期間は、平成２５年４月から平成２６年３月  、

抽出テーマとし して「入札参加者が多く平均落札率を下回る案件」、抽出委員につき しては五十

音順に田崎委員、橘委員 はいかが しょうか。 

【伊藤委員長】 

ただい のご提案 いかが しょうか。 

それ は、次回の抽出案件の審議対象期間は平成２５年４月から平成２６年３月  、抽出テーマ

は、「入札参加者が多く平均落札率を下回る案件」とし す。 

抽出委員は田崎委員と橘委員とさせていただき す。 
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事務局から他にござい すか。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

次回委員会等の日程調整のため、皆様のお手元に７月分、８月分、９月分の日程確認表を配付いた

し した。 

現在わかる範囲 結構 す。御手数をおかけいたし すが、６月２０日金曜日頃  に事務局へ御

提出いただき すようお願いいたし す。 

事務局からは以上 す。 

【伊藤委員長】 

日程調整について、来週末ぐらい  提出願い す。 

他よろしい しょうか。 

本日の議事については、これ 終了いたし す。 

【入札監理課主幹兼副課長】 

 （閉会） 

以上をもち して、「第４８回福島県入札制度等監視委員会」を閉会とさせていただき す。あり

がとうござい した。 


